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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

  

（選定の時期） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の貸借銘柄の選定（決算期の末日の３日前

（休業日を除外する。以下日数計算について同じ。）

の日（決算期の末日が休業日にあたるときは決算期の

末日の４日前の日）以後に上場された銘柄のうち、上

場後最初の同項に定める日において上場後最初の選定

審査を行うものに係る選定を除く。）並びに第２項第

１号及び第４号の貸借銘柄の選定は、これらの規定に

定める日のほか、その翌日からその３か月目の月の応

当日までの間にそれぞれ行うことができる。 

 

付   則 

この改正規定は、平成16年３月１日から施行し、同日

以降に第４条第１項並びに第２項第１号及び第４号に規

定する選定の日が到来する銘柄から適用する。 

 

（選定の時期） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項並びに第２項第１号及び第４号の貸借銘柄の

選定は、これらの規定に定める日のほか、その翌日か

らその翌月の応当日までの間にそれぞれ行うことがで

きる。 
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